
公表日：2022年11月24日（木）

№ 資料 ページ 項目名 質　　問 回答

1 公募説明書 8 V 1
募集及び選定スケジュール（予
定）

現地視察期間として令和4年10月24日(月)から令和4年11月7日(月)となっ
ておりますが、精度を高めより良いご提案とするために別途現地視察を実
施してよろしいでしょうか。

希望する応募者は令和5年1月31日（火）までの間
で現地視察を可能とします。手続き方法は「公募
説明書 2.募集要項の公表 (2)現地視察」による
ものとしますが、事業者選定期間中であることを
踏まえ、みだりに事務局と接触する行為をはたら
いた事業者は、失格扱いとしますので留意してく
ださい。

可燃ごみ中継施設等整備・運営事業

公募説明書に対する質問への回答書（第1回）

項目番号



公表日：2022年11月24日（木）

№ 資料 ページ 項目名 質　　問 回答

1
要求水準書
建設工事編

29 9 1 (3) 1) 提案設計図書

全体配置図と動線計画図は兼用してもよろしいですか 兼用を可能とします。

2
要求水準書
建設工事編

29 9 1 (3) 5) 提案設計図書

施設全体鳥観図は、煙突撤去後の計画を鳥観図として提出するのでしょう
か。

御理解のとおりです。

3
要求水準書
建設工事編

29 9 1 (3)
6)
7)

提案設計図書

立面図（東西南北）、仕上げ表は今回の改修計画の内容を示すものとして
作成すればよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

4
要求水準書
建設工事編

73 1 1 (1) 6) 構内サイン設置

構内サイン設置は、現存する外構部分の表示、標識、道路面のペイントの
更新と考えてよろしいでしょうか。

御理解のとおりです。

5
要求水準書
建設工事編

73 1 2 (2) 仮囲いの設置

防音対策を兼ねた仮囲いの設置とありますが、工事中の騒音規制値はあり
ますか。

工事用地は騒音規制法・振動規制法の指定地域で
はないため、騒音規制値はありません。ただし、
建設工事請負事業者にて必要と考えられる防音対
策を講じてください。

6
要求水準書
建設工事編

74 3 (1) 1) 外壁塗装

再塗装の範囲は、粗大ごみ処理施設を含みますか。 粗大ごみ処理施設を含むものとして提案してくだ
さい。

7
要求水準書
建設工事編

74 3 (1) 1) 外壁塗装

再塗装の範囲は、渡り廊下を含みますか。 渡り廊下を含むものとして提案してください。

可燃ごみ中継施設等整備・運営事業

要求水準書に対する質問への回答書（第1回）

項目番号



№ 資料 ページ 項目名 質　　問 回答項目番号

8
要求水準書
建設工事編

74 3 (1) 1) 外壁塗装

再塗装の範囲は軒先、軒裏は含まないものとしてよろしいですか。軒裏の
不良個所（破損個所）は現状復旧を行います。

軒先、軒裏を含むものとして提案してください。

9
要求水準書
建設工事編

74 3 (1) 1) 外壁塗装

外壁塗装に関連し、鉄部（扉、シャッター）の塗装又は更新は必要でしょ
うか。

鉄部（扉、シャッター）の塗装または更新を含む
ものとして提案してください。

10
要求水準書
建設工事編

74 3 (1) 1) 外壁塗装

外壁塗装に関連し、アルミ建具（窓、ガラリ）は清掃程度を見込んでおけ
ばよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

11
要求水準書
建設工事編

74 3 (2) 外構工事

構内道路の損傷個所は補修とありますが、北側の渡り廊下下部にある80㎝
角程度の陥没部分のみが補修対象と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

12
要求水準書
建設工事編

74 3 (3) 外灯工事

外灯は既存の照明器具をLEDに更新としてよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。

13
要求水準書
建設工事編

74 3 (4) 炉室地下階の解体

「什器類は本町が指示したものについて撤去」とあります。見積可能な仕
様・数量についてご指示願います。

炉室地下階の什器は全撤去してください。

14
要求水準書
建設工事編

74 3 (5) 空調設備工事

新たにエアコンを設置する室は下記でよろしいでしょうか。
【1階】該当なし
【2階】研修室
【中2階】中央制御室、見学者ホール、見学者通路、休憩室、分析室

【1階】計量室
【2階】該当なし
【3階】中央制御室、休憩室、分析室

15
要求水準書
建設工事編

74 3 (6) 衛生器具更新工事

既存トイレの更新ヶ所は下記でよろしいでしょうか。
【1階】該当なし
【2階】該当なし
【中2階】女子便所、男子便所、身障者用便所
【3階】該当なし

【1階】女子便所、男子便所、見学者用便所
【2階】該当なし
【3階】女子便所、男子便所、身障者用便所


